
令和６年度 就学援助制度についてのお知らせ＜区域外小中学校用＞ 
                                        ＜板橋区教育委員会＞ 

ご入学、ご進学おめでとうございます。板橋区では、経済的理由により就学が困難な方を対象に、学校でかか

る費用の一部を援助する「就学援助制度」があります。 

◎就学援助を受けることができる方 

板橋区在住で、国公立の小中学校に通学している児童・生徒の保護者のうち 

（１）生活保護を受けている方 

（２）４月から６月分：令和４年の世帯の所得合計が、板橋区教育委員会が定める基準額以下の方 

７月から翌年６月分：令和５年の世帯の所得合計が、板橋区教育委員会が定める基準額以下の方 

※資産を形成するうえで、一時的に所得が低下した場合は除きます。 

※基準額の具体例は、裏面をご覧ください。 

※板橋区外に居住していて板橋区の学校に通っている方は、居住地の教育委員会に申請してください。 

※私立の小中学校は対象になりません。 

◎援助の内容 

修学旅行費、給食費、学用品費、学校行事費等について、実費またはその一部を支給いたします。各学年で、

支給の内容が異なります。詳細は、裏面をご覧ください。 

◎就学援助を受ける手続き 希望する方は申請書を提出していただきます。 

①窓口で申請される場合 

振込口座がわかるもの(預金通帳等)を持参し板橋区役所６階 14番窓口にお越し下さい。 

②郵送で申請する場合 

学務課学事係まで郵送してください。 

※申請書の提出期限※ 

窓口：令和６年５月３１日（金） 

郵送：令和６年５月２７日（月）【消印有効】 

（上記期限までに提出していただければ４月分より判定の対象となります。上記期限を過ぎた場合は、申請

した月からの適用となります。） 

※不着等の郵便事故による責任は負いかねます。到着を確認したい方はお問い合わせ下さい。 

◎判定について 

就学援助の判定は、板橋区で把握している税情報により行います。令和５年１月２日以降に板橋区に転入され

た方は税情報が確認できないため、別途その年の１月１日に住民登録のあった自治体が発行する課税・非課税証

明書（金額の記載されたもの）の提出が必要になる場合があります。 

 令和５年度 

課税・非課税証明書 

令和６年度 

課税・非課税証明書 

令和５年１月１日以前から板橋区に住民登録あり 不要 不要 

令和５年１月２日から令和６年 1月１日の間に 

板橋区に転入 

昨年度認定者 不要 不要 

新規申請者 必要 不要 

令和６年１月２日以降に板橋区に転入 
昨年度認定者 不要 必要 

新規申請者 必要 必要 

※申告が済んでいない方は済ませておいてください。 

※所得金額・扶養関係の記載があるものをご提出ください（コピー可・マイナンバー不要）。 

※課税・非課税証明書の提出は後日で構いません。 

※判定結果は７月下旬から８月上旬の送付を予定しています。 

◎就学援助費の支給 

援助費の支給は、令和７年４月中旬に一括して行います。学校でかかる経費は保護者の方に負担していただき、

令和７年２月頃通学している学校に板橋区が負担額の調査をした上でお支払いします。 



◎就学援助の内容（令和６年度の予定金額です）＊費目ごとに限度額があります。 

（注１）通学先の自治体で通信料込みの端末が支給されている場合等は、板橋区での支給はありません。 

（注２）小・中学校の入学準備金は小学校入学前・小学校 6 年生時に受給された方を除きます。 

（注３）特別支援学級在籍者・通級者、日本語学級等通級者に支給。最も経済的な方法による運賃となります。 

（注４）生活保護を受けている方には、保護で対象にならない経費（※印の経費）を支給します。 

◎所得基準具体例 

世帯員 家族構成例 所得基準額（概算） 
家族構成や年齢により金額は
異なりますので、目安と考えてく
ださい。                      

申請前は、お電話いただいても
具体的な基準額は回答できま
せん。 

２人 親１人、子（小１） 約２８７万円 

３人 両親、子（小１） 約３５８万円 

４人 両親、子２人（小３、中１） 約４３２万円 

５人 両親、子３人（就学前児童、小５、中３） 約４５９万円 

６人 両親、子４人（就学前児童、就学前児童、小５、中１） 約４８７万円 

（１）所得基準額は、世帯全員の所得額の合計です。（所得額とは給与所得者であれば源泉徴収票の「給与所  

得控除後の金額」、事業所得者は年間収入額から必要経費を差し引いた金額です。） 

（２）譲渡損失繰越控除制度（一定の住宅用資産を売り、損失が生じた場合、その年の他の所得から控除（損

益通算）し、損失が残る場合以後３年間にわたり他の所得から控除（繰越控除）する制度）対象者につ

いては、この控除を行う前の金額で所得判定を行います。 

（３）就学援助費は、申請があった月から支給されます。前年度以前に遡ることはできません。 

（４）就学援助を申請し否決になった方で、経営している会社の倒産、会社都合による解雇、病気で働けなく

なったなど、収入が激減する特段のご事情がある場合はご相談ください。 

（５）板橋区外の全寮制中学校・高校に在学しているなどのご事情により、扶養しているお子様が板橋区外に

住民票を登録している場合、ご希望があれば就学援助の世帯に含めて判定することも可能です。ご希望

がある場合はご相談ください。 

◎問い合わせ及び申請先 

 板橋区教育委員会事務局学務課学事係 

〒173－8501 東京都板橋区板橋 2－66－1 板橋区役所 6 階 14 番窓口 

電話：03(3579)2611、FAX：03(3579)4214 

●区域外就学の方で就学援助を希望する場合は、毎年申請書の提出が必要になります。 

費目 
小学校 中学校 

学年 支給額 学年 支給額 

学校給食費 全学年 各学年の月額給食費を上限とした実費額 全学年 
各学年の月額給食費を上限とした実

費額 

※修学旅行費 ６年 実費額（上限あり） ３年 実費額（上限あり） 

支度金 ６年 2,400円/年 ３年 3,980円/年 

※移動教室費 ５年 実費額（上限あり） １年又は２年 実費額（上限あり） 

※学校行事費 全学年 830円～4,400円/年 全学年 3,140円～6,600円/年 

※宿泊施設費 実施学年 実費額（上限あり） １年又は２年 実費額（上限あり） 

学用品費 全学年 14,760円～18,480円/年 全学年 29,520円～33,240円/年 

オンライン学習通信費（注 1） 全学年 12,000円/年 全学年 12,000円/年 

入学準備金（注 2） １年 54,060円/年 １年 60,000円/年            

通学費（注 3） 全学年 実費額 全学年 実費額 

※卒業アルバム費 ６年 11,000円/年 ３年 8,800円/年 

体育実技用具費     全学年 実費額（上限あり） 


